
 
１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（２６０）） 

２．日 時：平成２９年８月４日 １０時００分～１２時００分 

３．場 所：原子力規制庁 １８階共用会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

江嵜安全審査官、日南川安全審査官、吉村安全審査官、千明技術研究調査官、竹内技術参与 

  （地震・津波研究部門） 

石田統括技術研究調査官、大橋上席技術研究調査官、山﨑主任技術研究調査官、 

森技術研究調査官、伊東技術参与 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：発電管理室 設備耐震グループマネージャー 他８名 

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 機器耐震技術グループ 主任 

中部電力株式会社：原子力本部 原子力土建部 設計管理グループ 課長 

北陸電力株式会社：土木部 耐震土木技術チーム 担当 

中国電力株式会社：電源事業本部 副長（原子力耐震） 

電源開発株式会社：設備技術室 設備耐震技術タスク 担当 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則への適合性のうち「第５条 津波によ

る損傷の防止」について、６月２８日、７月１８日及び８月１日のヒアリングの提出資料及び本

日の提出資料に基づき説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。 

   

○ 海水ポンプ室の漏水量の評価については、グランド減圧配管に作用する津波波圧（加圧）の影

響も考慮したうえで、グランドリーク量について再評価した結果を整理して提示すること。ま

た、漏水発生の基準高さを床版の標高である０．８ｍに変更するべきか検討した資料を提示す

ること。 

○ 外郭防護２の適合性については、設置許可基準第５条の別記３の要求事項（浸水想定範囲の設

定、浸水対策、防水区画化等）への対応を再度整理して提示すること。 

○  津波荷重には動的荷重等を含むことを、整理して提示すること。 

○ 貫通部の止水構造については、各対策の目的と用途について整理して提示すること。 

○ 循環水ポンプの停止手順については、目的（非常用海水ポンプの水源確保、循環水ポンプ財産

保護等）を明確にしたうえで時間的制約（停止しなかった場合の影響を含む）等の条件につい

て詳細に説明した資料を提示すること。 

 

（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

 

 



 
６．その他 

提出資料： 

・東海第二発電所 耐津波設計方針、耐震設計方針等の説明スケジュール案 

 


